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事務事業名 香川駅周辺整備事業

事務事業概要書

部名 経済部 課かい名 拠点整備課

事業概要

　将来の相模線の利便性向上を見据え、香川駅周辺の交通基盤の整備を進めます｡

　事業の中心である市道７１１５号線の歩道整備は、香川駅と県道４５号線を繋ぐ道路

の幅員を７．５メートルに拡幅し、北側に歩道を整備するものです。

　市道７１１５号線の用地取得は令和６年度に完了しましたが、事業用地が埋蔵文化財

包蔵地に含まれているため、整備に先立ち、順次、埋蔵文化財調査を実施しています。

　令和７年度は、事業用地のうち埋蔵文化財調査未実施の箇所の調査を進めるととも

に、調査を終えた箇所は、歩行者が安全に通行できるように暫定整備工事を実施しま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

埋蔵文化財調査 業務委託

9月
10

月

11

月

支障物移転、除去に関する調整 庁外調整・会議

市道７１１５号線暫定整備工事 新設・修繕・建替工事

国庫補助事務手続 事務作業全般



根拠法令
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事務事業名 辻堂駅西口周辺整備事業

事務事業概要書

部名 経済部 課かい名 拠点整備課

事業概要

　土地区画整理事業の施行者から負担付き寄附として採納した辻堂西口YU-ZUルームの

運営に関して、使用貸借契約を締結した法人と調整を行い、安定した運営と寄附者の趣旨

に合った活動が行えるよう支援します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

理事会への出席 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

運営の支援 事務作業全般

社員総会への出席 庁外調整・会議

運営委員会への出席 庁外調整・会議



根拠法令
抜粋
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松尾川雨水幹線緑道化工事の発注 新設・修繕・建替工事

松尾川雨水幹線緑道化工事の実施 新設・修繕・建替工事

まちづくり推進検討会議の開催 審議会

松尾川雨水幹線緑道化工事の設計 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

関係機関（UR含む）等との調整・協議 庁外調整・会議

庁内関係課との調整・協議 庁内調整・会議

エリアマネジメント推進連絡会議への出席 庁外調整・会議

事務事業概要書

部名 経済部 課かい名 拠点整備課

事務事業名 浜見平地区拠点整備事業

事業概要

　浜見平地区を市南西部の生活防災拠点とすることを目指し、ＵＲ都市機構による団地

の建て替え事業に合わせて生活利便性や防災性の向上を図り、良好な住環境の整備を段

階的に行います。

　これまで市は道路整備や電線類地中化、松尾川の上部緑道化などUR都市機構と連携し

ながら周辺のインフラ整備を担ってきました。

　令和７年度は、ハード面では、浜見平南西側の松尾川雨水幹線における上部緑道化を

行います。

　ソフト面では、ＵＲ都市機構から民間へ売却される予定の土地に関して、整備方針等の

内容についてすり合わせを行います。

　また、令和３年度に締結した「浜見平地区におけるエリアマネジメントの推進に関する

連携協定」をもとに、住民・事業者・地権者等が主体となり、公民が連携して様々な活動

を推進します。

　

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月
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実施根拠
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事務事業概要書

部名 経済部 課かい名 拠点整備課

事務事業名 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業

事業概要

　茅ヶ崎漁港周辺地区における将来的な土地利用を計画的かつ円滑に進めていくための

指針として策定された「茅ヶ崎海岸グランドプラン」に基づき、土地利用の基本的な考え

方や具体的な土地利用方針を定め、その実現により、海岸エリアの活性化及びにぎわい

のある交流拠点を創出し、本市の貴重な資源である漁港周辺の魅力をさらに高めていき

ます。グランドプランに位置付けられたA～D地区の具体的な土地利用方針は次のとおり

です。

【共   通】訪れたくなる環境づくり／文化や観光、商業機能の適切な誘導／訪れる人が楽

しむことができる場

〔A地区〕環境共生生活ゾーン／居住環境の形成。

〔B地区〕アメニティーゾーン／景観に配慮した観光・商業関連施設の適切な誘導。

〔C地区〕マリンスポーツ支援ゾーン／マリンスポーツ、レクリエーション系の空間づく

り。

〔D地区〕マーケットゾーン／民間活力を導入し、観光・商業・市場等の茅ヶ崎漁港・海

岸のまちづくりと一体となった土地利用の誘導。地域の憩いの場としての公園設置。

　

　令和７年度は、グランドプランを具体化するための事業として、グランドプラン地区の

整備コンセプトや整備水準の検討を行い、インフラ整備にかかる全体量を把握するととも

に、民間活力による市有地の利活用の検討等を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

庁内関係課との協議・調整 庁内調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

関係団体との意見交換 庁外調整・会議

地域との意見交換 パブコメ等市民参加

議会対応 議会

関係機関等との協議・調整 庁外調整・会議

審議会の設置 審議会

インフラ整備検討 業務委託

民間活力による市有地の利活用の検討等 庁内外調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋


